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１ 動物検疫を取り巻く状況
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感染症（伝染病）

感染が成立するための3要因

電子顕微鏡画像(コロナウイルス)：感染症研究所HPより

感染症（伝染病）とは、病原体（ウイルス、細菌等）が体内に侵入、増

殖して発病する疾病で、家畜が感染する場合伝染性疾病と呼ばれること

が多い

100nm

病原体

感染経路宿 主

病原体：アフリカ豚熱ウイルス、結核菌等

宿主：牛、豚、鶏等

感染経路：家畜や畜産物の輸出入

感 染 成 立

3

病原体、宿主、感染経路全てが

揃わなければ、感染は成立しない

ウイルス、細菌等、多くは肉眼で識別できない

病原体が増殖するために利用する生物体

病原体が宿主に暴露（到達）するための経路



監視伝染病

⚫ 家畜伝染病予防法では、家畜伝染病と届出伝染病をあわせて、監視伝染病と総称

⚫ 家畜伝染病については対象家畜を定め、まん延防止措置の対象としている

病原体によって家畜から家畜

に伝染する全ての疾病

アフリカ豚熱、豚熱、口蹄疫、牛疫、高病原性鳥
インフルエンザ等

家畜伝染病のように強力な措置を講ずる必要はないものの、

家畜伝染病との類症鑑別上問題となりやすい疾病や行政機

関が早期に疾病の発生を把握し、その被害を防止すること

が必要な家畜伝染病に準じる重要な伝染性疾病

家畜伝染病

病性、畜産情勢等を勘案し、発生によるまん延を防止する

ため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要がある疾病

届出伝染病

① 侵入又は発生した場合の経済的損失が甚大

② 伝播力が非常に強い

③ 予防・治療法がない

④ 人への影響が大きい

牛ウイルス性下痢、馬インフルエンザ、鶏伝染性
気管支炎等

家畜の伝染性疾病

監視伝染病

家畜伝染病

（28種）

届出伝染病

（71種）
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アフリカ豚熱（ASF）

⚫ ASFウイルスによる豚の急性伝染病であり、感染性が強く、致死率も高い

⚫ 家畜伝染病予防法において最も重要な疾病の一つであり、同病の発生地域からの豚や豚肉

等は原則として輸入禁止

2018年8月以降発生があった国、地域

カンボジア
初発生:2019年3月22日
発生数:豚13件
（直近の発生:2019年7月8日,豚）
豚飼養頭数:約207万3815頭

ラオス
初発生:2019年6月2日
発生数:豚149件,野生いのしし2件
（直近の発生:2020年9月29日,豚）
豚飼養頭数:約446万8192頭

ミャンマー
初発生:2019年8月1日
発生数:豚11件
（直近の発生:2021年6月1日,豚）
豚飼養頭数:約687万頭

インドネシア
初発生:2019年9月4日
発生数:豚675件
（直近の発生:2020年7月20日,豚）
豚飼養頭数:約801万1776頭

モンゴル
初発生:2019年1月9日
発生数:豚11件
（直近の発生:2019年2月6日,豚）
豚飼養頭数:約3万577頭

中国
初発生:2018年8月3日
発生数:豚200件,いのしし3件
（直近の発生:2022年2月21日,豚）
豚飼養頭数:約4億4922万頭

香港
初発生:2019年5月2日
発生数:豚4件,野生いのしし4件
（直近の発生:2022年5月27日,野生いのしし）
豚飼養頭数:約11万1493頭

北朝鮮
初発生:2019年5月23日
発生数:豚1件
（直近の発生:2019年5月23日,豚）
豚飼養頭数:約226万2965頭

フィリピン
初発生:2019年7月25日
発生数:豚856件
（直近の発生:2022年4月8日,豚）
豚飼養頭数:約994万3119頭

韓国
初発生:2019年9月16日
発生数:豚31件,野生いのしし2795件
（直近の発生: 2023年1月24日,野生いのしし）
豚飼養頭数:約1121万6566頭

東ティモール
初発生:2019年9月9日
発生数:豚126件
（直近の発生:2019年12月17日,豚）
豚飼養頭数:約24万6629頭

マレーシア
初発生:2021年2月8日
発生数:豚91件,野生いのしし59件
（直近の発生:2022年12月27日,豚）
豚飼養頭数:約185万7839頭

ブータン
初発生：2021年5月6日
発生数：豚9件
（直近の発生:2023年1月4日,豚）
豚飼養頭数:約2万2954頭

タイ
初発生:2021年11月25日
発生数:豚114件
（直近の発生:2022年12月25日,豚）
豚飼養頭数:約774万3876頭

ベトナム
初発生:2019年2月1日
発生数:豚8058件,野生いのしし3件
（直近の発生:2021年,豚）
豚飼養頭数:約2355万3400頭

ネパール
初発生:2022年3月19日
発生数:豚33件
（直近の発生:2022年12月7日,豚）
豚飼養頭数:約158万8838頭

出典:OIE-WAHIS(Animal disease eventsおよびQuantitative data),各国当局HP
発生日:OIE報告による発生が確認された日
飼養頭数:FAO統計(2021)による
赤字は更新箇所

2023年1月31日時点



靴・衣類等 車輌

消毒・質問
衛生指導

消毒

生 産 農 家

着地検査
（都道府県）

⚫ 伝染病が侵入する主な経路として、伝染病に感染した家畜や病原体に汚染された畜産物

の輸入の他、靴・衣類や車輌等への病原体の付着などが挙げられる

輸出検査
悪性の伝染病が持ち込まれる
おそれが否定できない国・地
域からの輸入は原則禁止

飼養衛生管理基準の遵守・徹底
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輸
出
国

日
本

動物検疫所によるリスク低減への働きかけ リスクが高いと考えられる侵入経路

家畜の伝染性疾病の主な侵入経路と対策（全体）

畜産物家 畜

リスクが低いと考えられる侵入経路

広報・質問
輸入検査

農場労働者、野生動物等 野鳥等

輸入検査

商用貨物

広報

商用貨物 携帯品・国際郵便物



⚫ 商用貨物は、正規の手続を終えた貨物（輸出国において輸出検査を実施、輸出国発行の検

査証明書が添付）が到着する

⚫ 携帯品及び国際郵便物は、総じて個人消費用など正規の手続（輸出検査）を行っていない

⚫ 商用貨物は全て届出・輸入検査が行われる一方、携帯品や国際郵便物は必ずしも全ての輸

入検査が可能な体制ではない

輸出検査
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輸
出
国

日
本

家畜の伝染性疾病の主な侵入経路と対策（畜産物）

商用貨物

輸入検査 輸入検査

悪性の伝染病が持ち込まれる
おそれが否定できない国・地
域からの輸入は原則禁止

携帯品・国際郵便物
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ASFの越境経路

⚫ 国際連合食糧農業機関（FAO)は、国際的な人の往来が増加する時期にASFの侵入リスク

が高まるとして、国境措置について①旅客の携帯品、②国際郵便物の検査の強化を推奨

⚫ 米国農務省は、非合法（検査を受けていないなど個人用で正規の手続がなされない）の経

路で持ち込まれる豚肉製品のリスクが高いとする評価書（下表）を公表

（参考）米国農務省のASFウイルスの侵入リスクに係る定性評価概要

Pathway Legal Illegal

Live Pigs Negligible, with low uncertainty
Negligible to low, with moderate 
uncertainty

Semen Negligible, with low uncertainty Low, with moderate uncertainty

Swine products and 
by-products

Negligible to low, with 
moderate uncertainty

High, with low 
uncertainty

Wildlife: Meat and Trophies <Not reviewed> Low to moderate, with high uncertainty

Feed (animal origin) Low to moderate, with high uncertainty Negligible to low, with high uncertainty

Feed (plant origin)
Negligible to moderate, with high 
uncertainty

Low, with high uncertainty

Feed (supplements) Negligible to low, with high uncertainty <No data to evaluate>

Fomites <Not reviewed>
Negligible to moderate, with high 
uncertainty

Regulated Garbage Low, with moderate uncertainty <Not applicable>
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輸入経路別検査実績

⚫ 商用貨物は携帯品、国際郵便物と比較して、不合格率が著しく低く、不合格品の多くは証

明書記載もれのもの（証明書に記載されれば輸入できたもの）

⚫ 携帯品では総検査件数の約８割、国際郵便物は９割以上を不合格品が占めており、不合格

品は多くは輸入禁止品

※1ASF等、悪性の伝染病が持ち込まれるおそれが否定できない国・地域から到着した肉等の畜産物。
※2船舶貨物で到着した肉類、臓器類を表す。
※3重量は㌧単位で表示。

輸入経路別検査実績（2021年）

輸入経路 総検査実績
不合格品
検査実績

輸入禁止品※1

検査実績

総検査実績に
おける不合格
割合(％)

総検査実績に
おける輸入禁
止品割合(％)

商用貨物※2 （件数）

（重量※3）

186,031

3,016,181

883

426

53

11

0.47

0.01

0.03

0.0004

携帯品
（件数）

（重量※3）

23,627

17

18,740

13

12,680

10

79.3

75.5

53.7

60.3

国際郵便物
（件数）

（重量※3）

53,289

102

50,974

86

47,455

84

95.7

84.7

89.1

82.2



10

携帯品及び国際郵便物検査状況

⚫ 世界的な新型コロナウイルス感染症拡大による入国制限措置に伴い、2020年から2021年

は国際就航便が減少

⚫ 国際空港の携帯品検査担当職員を国際郵便物検査に振り向け国際郵便物検査を強化した結

果、開披数の増加に比例して、不合格品の摘発が増加

（年）

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

携帯品検査実績

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

国際郵便物検査実績

不合格（輸入禁止品） 不合格（輸入禁止品以外） 合格

（年）

（万件） （万件）

コロナの影響



２ 商用貨物検査
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輸出検査

悪性伝染病※

の発生地域等

輸 入 禁 止

指定施設

商用貨物の輸入検査のフロー

輸入者

輸入検査申請搬入報告

指定倉庫

日本

合 否 判 断

精 密 検 査

動
物
検
疫
所
に
よ
る
輸
入
検
査

検査証明書

12

現 物 検 査

書 類 検 査

※ASF、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなど。



指定倉庫の搬入業務

輸送コンテナの開扉面

輸入禁止国・地域を含む第３国を経由する場合、輸入条件に

基づく輸送コンテナの封印及び検査証明書に封印番号を記載

することとなっている。

指定倉庫は、コンテナの状況（破損・汚損）や封印が適切に

施されているか確認を行い、その結果を動物検疫所及び輸入

者に報告する。
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輸送中の二次汚染有無の確認

貨物の外装と検査証明書の照合

123456

検査証明書番号

品名等が記載された重量ラベル

指定倉庫は、輸入者の求めに応じて、全ての梱包に対して貨物の外装と検査証明書

（注文）の照合等を行い、その内容を動物検疫所及び輸入者に報告する。

認定施設番号

重量ラベルが剥がれており、品名が確認

できないことから、検査証明書と品名の

照合ができない異常貨物として動物検疫

所に報告があった。

異常報告（例）

各封印には固
有の番号が付
されている。

ABCD1234567

コンテナ番号
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現在の現物検査体制

ロット（輸入検査申請）の抽出

※初回輸入及びサンプル輸入のもの（初回・サンプル品）、書類検査や指定倉庫の搬入報告により現物検査が必要と

判断されたもの（異常貨物）、消毒が必要なもの等は除く。

対象

骨肉卵皮毛類のうち、

• 輸出国との間で取り決めた輸入条件に基づき輸入されたもの

• 悪性の家畜伝染病の発生のない地域から直接輸入されたもの

目的 品質管理工程が一定水準であることを監視

方法
スキップロット抜取り方式（100から20％の率（ロット単位）で現物検
査を実施）※

ロット内抽出

ロットサイズ（重量）に応じた数を抽出
＜例＞米国からの牛肉の輸入検査申請が、

1,000梱包、20㌧であった場合

10梱包について貨物の外装や内容物と検

査証明書の照合を目視により実施する

検査

抽出した梱包について、貨物の外装や

内容物と検査証明書を目視により照合



船舶貨物における肉類等の検査実績

⚫ 2017年から2021年における総検査件数は年平均約18.5万件、不合格率は約0.5%前後

と横ばい

⚫ 仕出国にも大きな変化はみられない
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（万件）

（年）

（％）

１ ２ ３

2017年 米国 スペイン メキシコ

2018年 米国 デンマーク スペイン

2019年 米国 メキシコ デンマーク

2020年 米国 デンマーク メキシコ

2021年 米国 デンマーク スペイン

１ ２ ３

2017年 米国 カナダ スペイン

2018年 米国 カナダ スペイン

2019年 米国 カナダ スペイン

2020年 米国 カナダ メキシコ

2021年 米国 カナダ メキシコ

豚肉等の合格件数実績（上位順）

豚肉等の不合格件数実績（上位順）※2

0.0

0.5

1.0

0

5

10

15

20

2017 2018 2019 2020 2021

肉類等※1の検査実績

合格 不合格 不合格率

※2上位に輸入禁止国・地域からの不合格実績はない。※1船舶貨物で到着した肉類、臓器類を表す。



現物検査の実施状況

⚫ 輸入実績件数における現物検査実施割合は約28％

⚫ 現物検査実施実績のうち９割以上は、反復して輸入される貨物が占めている状況
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商用貨物※の検査状況

2017年 2018年

輸入検査実績 185,152 192,190

現物検査省略 133,634 139,358

現物検査実施 51,518 52,832

初回・サンプル品
3,989

(7.7%)
4,303

(8.1%)

反復貨物
47,529

(92.3%)
48,529

(91.9%)

※船舶貨物で到着した肉類、臓器類を表す。
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※2輸出国における疾病発生により、輸入許可が保留されたもの。

重大違反

重大違反の定義

家畜伝染病予防法において最も重要な伝染性疾病※1の侵入リスクに大きな影

響を及ぼす違反

⚫ 輸入禁止品又は輸入停止品※2の輸入

⚫ リスク低減措置が十分に講じられていない製品の輸入

⚫ 輸出検査を受けていない製品の輸入

⚫ 認定施設以外で生産された製品の輸入

①輸入者からの事前情報

②書類検査

③現物検査

④指定倉庫の搬入報告

⑤他省庁経由

⑥合格後の輸入者による内容点検

重大違反の検知契機

輸入者の届出から輸入検査終了後までを６つの契機に分類

※1ASF、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザをいう。

特にリスクが高い



0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

輸入者からの事前情報 書類検査 指定倉庫の搬入報告 現物検査

不合格実績における重大違反の摘発契機

※12017年及び2018年の肉等（船舶貨物）の不合格検査実績件数を合算。
※2輸出検査を受けた貨物が輸出国を出港後、疾病発生等によって輸入停止品となったものが大半を占める。
※3現物検査で摘発した違反は初回・サンプル品。

現物検査前の時点で摘発（99.4％）

0.6%（１件）

重大違反以外 92.1％

重大違反7.9％

⚫ 不合格実績※1（総検査件数の約0.5%）のうち重大違反は約８%※2を占めている

⚫ 重大違反は、初回・サンプル品を除き、現物検査前の時点で摘発※3されている状況

25.3% 65.1% 9.0%

18



３ 商用貨物検査の合理化
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商用貨物検査の合理化方針

20

輸入検査 現行 変更後

書類検査 100％実施 同左

現
物
検
査

初回・サンプル品、異常貨

物等
100％実施 同左

反復貨物（異常を認めない

場合）

• 動物検疫所は100から20％の

ロットの一部について確認

• 指定倉庫は全ロット・全梱包

について確認

動物検疫所の監督※の下、

指定倉庫が確認した全

ロット・全梱包の搬入結

果を確認

精
密
検
査

書類検査や現物検査で合否

の判断ができない場合（合

否判断を目的）

必要に応じて

実施
同左

輸出国におけるリスク低減

措置状況の確認の監視
（未実施） 検査を実施

※監査を実施。



商用貨物検査の合理化①（現物検査）

• 貨物の外装と証明書の照合は、指定倉庫が全ロット・全梱包に対して

実施

• 動物検疫所による目視による現物検査では、過去２年において反復貨

物に重大違反は確認されていない

• 目視による現物検査で、貨物の内容物のリスク低減措置状況（加熱処

理等）を確認することは不可能
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◆ 貨物の外装と証明書の照合は、引き続き、指定倉庫が全ロット・全梱

包に対して実施

◆ 動物検疫所は、指定検査場所に対して監査を導入することで、貨物管

理体制の確認を強化

リスク低減効果に変化はない



監査項目 確認内容（記録等の書面確認、現地確認）

管理責任体制
管理責任者、畜産物取扱の業務責任者・担当者等の適切な配置がなされ、機能して
いるか

貨物管理体制
検査証明書と貨物外装との照合、封印の確認等が適切に行われてるか

貨物の蔵置は適切か（不合格品の誤搬出防止措置等）

通報体制 緊急的事項に関する動物検疫所への通報体制は機能しているか

教育訓練体制 動物検疫所が実施する講習会の受講、社内伝達講習は実施しているか

その他 指定時の要件に変更は無いか、ある場合は速やかに動物検疫所に届け出ているか等

動物検疫所による指定倉庫の監査

（主な監査内容）

食品製造事業所の事例（フィンランド）
事前通告監査と比較し、無通告監査の場
合は違反の検知率が高くなる

飲食店の事例（米国）
無通告監査、監査結果に応じた監査間隔
の濃淡により重大違反の割合が減少

指定倉庫の貨物管理等が適切に行われていることを確認する
ため、動物検疫所による監査を導入

海外における監査の事例
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商用貨物検査の合理化②（精密検査）

• 目視による現物検査で、貨物の内容物のリスク低減措置状況（加熱処

理等）を確認することは不可能

• 精密検査を実施することにより、輸出国におけるリスク低減措置の確

認が科学的に可能
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◆輸出国におけるリスク低減措置について、科学的に監視す

るため、精密検査を定型業務に導入する



４ 精密検査を行うためのサン
プリング
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精密検査によるリスク低減措置の確認

輸入畜産物の区分 検査項目 検査頻度

加熱処理肉等
①加熱処理工程
②原料肉の病原体

汚染状況

処理施設ごとに輸入
ロット数に応じて抽
出して実施

生鮮肉等※ 原料肉の病原体
汚染状況

加熱処理肉等に
準じる

※  精密検査の対象は、全体ではなく一部の地域について清浄性を認定している国由来の生鮮肉等や
口蹄疫ワクチン接種清浄国由来の生鮮肉等など全体を清浄と認めた国由来のものと比較して追加の
リスク管理措置を課しているものを当面対象とし、加熱処理肉等と同程度の頻度で精密検査を行う。
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用語の定義

＜品質管理上の一般的な定義＞
：原産地、生産者、生産日等の特徴から等しい条件下で

生産されたもの

＜今回の定義＞
：各処理施設から１件の申請で輸入されるもの

ロット

開梱

（梱包） （アイテム）

＜品質管理上の一般的な定義＞
：ロット内に含まれる構成単位

＜今回の定義＞
：梱包中に含まれる各パッケージ

アイテム
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品質管理の対象とサンプリングを行う単位

1. 清浄国・地域： 国・地域全土に特定疾病の病原体が存在しない

⇒ 国・地域全土で均一な品質とみなす

2. 汚染国： 国内に特定疾病の病原体が存在する

⇒ 疾病の国内分布状況は均一ではない
⇒ 基準を設けて処理施設*ごとに品質を管理
⇒ 同一の処理施設*で生産された製品の品質にバラツキは小さい

• 動物検疫所が行う検査（品質管理）は、特定疾病*の病原体の侵入
を阻止するため、病原体汚染の観点から実施

• 特定疾病の病原体に汚染している可能性のあるロットを生産して
いる処理施設を検出することにより適切な品質を確保

◆ 精密検査によるリスク低減措置の確認は、処理施設ごとに実施。
◆ 処理施設の増改築等がなければ、１年間は同一の処理施設で生産

された製品の品質にバラツキは小さいとして検査頻度を設定。

* 加熱処理施設は農林水産大臣が指定

*アフリカ豚熱、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザをいう。
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• 加熱不十分などの重大違反は、製造ライン上の機器の異
常、機器の設定ミスなどに起因すると考えられるため、
一度異常状態になれば、当該製造ラインから製造される
製品の多くは不良ロットとなる。

• 上記の性質を踏まえ、重大違反を管理するための不良率
は高く設定。

サンプリング率の設定に当たって考慮した
違反の性質

ベルトコンベア

肉

加熱処理機器

ベルトコンベア

肉

加熱処理機器

＜正常時＞ ＜異常時＞

不良 不良 不良
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• 抽出ロット数は、１つの製造ラインが異常状態になっ
た時に、これを検知可能な数とする。

• 各処理施設で承認されている加熱処理方法（steam, 
boil, fryなど）の数（製造ライン数）の平均値は
「1.5」であり、異常状態時の最低不良ロット率は
「67％」と計算される。

• 抽出ロット数は、95％の検出率*で67％の不良ロット
率を検知可能な３ロットを基本とする。

抽出ロット数の検討

＊95％の検出率：統計学的リスク管理において一般的に使用されている数値
（日本の輸入植物検疫規程でも使用）
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• 加熱処理工程を確認するための精密検査の検出感度
（検査感度）は、動物検疫所の検証結果から90％程
度と推定。

• 抽出ロット内のサンプル数は、検出感度90％の精密
検査により、不良ロットを99％の確率で検知可能な
２アイテムとする。

抽出ロット内のサンプル数の検討
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処理施設ごとの
輸入ロット数

処理施設ごとの
抽出ロット数※

抽出ロットごとの
サンプル数

101以上 ３ロット／年

２アイテム51～100 ２ロット／年

1～50 １ロット／年

※処理施設ごとの抽出ロット数は輸入ロット数に応じて最適化を実施（輸入植物検疫規程で採用している手法）

精密検査におけるサンプリング
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n1 ＝

log (β)

log (1-p×(1-φ))

n2 ＝

log (φ)

log (1-Sn)

1. 抽出ロット数の計算式

2. ロット内サンプル数の計算式

計算式（参考）

不良ロット率（p）：異常状態時の最低不良率（0.67）
検出率（1-β） ：異常状態の処理施設を検出できる確率（0.95）
見逃し率（φ） ：不良ロットを不良ロットと判定しない確率（0.01）

1-φ ：不良ロットを検査で検出できる確率（0.99）
精密検査の検出感度（Sn）：不良アイテムを検査で検出できる確率（0.9）
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５ 特定疾病の侵入リスク評価
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リスク評価

• リスクの大きさは「発生の可能性」と「影響度の大き
さ」の２要素から推定されるもの。

• リスク評価は「発生の可能性」や「影響度の大きさ」
などのデータを基に、どのリスクにより優先的に対応
すべきかの判断材料を提供すること。

影
響
度

発生の可能性
大小 中

大

小

中

最優先で
対応すべき
リスク

対応の優先
順位が低い
リスク

人的リソースを
再分配すること
で全体のリスク

を低減
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区分
無視でき

る
極めて低

い
低い 中程度 高い

無視でき
る

無視でき
る

無視でき
る

無視でき
る

無視でき
る

無視でき
る

極めて低
い

無視でき
る

極めて低
い

極めて低
い

低い 中程度

低い
無視でき

る
極めて低

い
低い 中程度 中程度

中程度
無視でき

る
低い 中程度 中程度 高い

高い
無視でき

る
中程度 中程度 高い 高い

国際獣疫事務局（OIE）の定性的リスク評価においては、各
項目のリスク発生確率を区分し、評価マトリクスを用いてリ
スク発生確率を評価。

家畜衛生分野の侵入リスク評価

区分 定義

高い 事象が発生する可能性が高い

中程度 事象が定期的に発生する

低い 事象がまれであるが発生する

極めて低い
事象が発生する可能性は非常
にまれ

無視できる
事象が起きる可能性は無視
するほど十分低い

リスク発生確率の区分 リスク発生確率の判定表（評価マトリクス）
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諸外国の侵入リスク評価の事例

英国環境・食料・農村
地域省（DEFRA）

米国農務省（USDA） 国際連合食糧農業機関
（FAO）

目的 EU加盟国から英国へのアフリ
カ豚熱の侵入リスク評価

米国へのアフリカ豚熱の侵入
リスク評価

ハイチ及びドミニカ共和国か
ら米国へのアフリカ豚熱の侵
入リスク評価

評価対象 商用貨物、個人輸入について評
価

合法的な輸入、非合法的な輸
入（携帯品等）について評価

合法的な輸入、非合法的な輸
入（携帯品、国際郵便物等）
について評価

評価手法 統計データ等を用いて評価して
いるが、詳細な評価プロセスは
非公表

評価基準は以下のとおり
①Negligible
②Very low
③Low
④Medium
⑤High
⑥Very High

統計データ等を用いて評価し
ているが、詳細な評価プロセ
スは非公表

評価基準は以下のとおり
①Negligible
②Low
③Moderate
④High
⑤Very High

統計データ等を用いて評価し
ているが、詳細な評価プロセ
スは非公表

評価基準は以下のとおり
①Negligible
②Very Low
③Low
④Moderate
⑤High

評価結果
（豚肉製
品）

商用貨物のリスク：
②Very low

個人輸入のリスク：
④Medium

合法的な輸入のリスク：
①Negligible～②Low

非合法的な輸入のリスク：
④High

合法的な輸入のリスク：
①Negligible～②Very Low

非合法的な輸入のリスク：
④Moderate

諸外国等はOIEの手法を踏まえて、侵入リスクを定性的に評価
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動物検疫所による
侵入リスク評価
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特定疾病の侵入リスク評価の手法

侵入リスクに係るフローチャート

①輸入禁止品が輸
入される可能性

②輸出検査を受け
ていないものが輸
入される可能性

③輸入検査が行わ
れない可能性

到着時のリスクの
推定

我が国への侵入リ
スクの推定

• 輸入経路別（商用貨物、携帯品及び国際郵便物）の特定疾
病の侵入リスクを定性的に評価。

• リスク評価は以下のフローチャートに従って実施。
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輸入経路 商用貨物 携帯品 国際郵便物

①輸入禁止
品の割合

0.01～0.03％ 53.7～71.9％ 61.2～89.1％

②輸出検査
を受けてい
ない割合

0％ 78.7～79.7％ 83.0～95.7％

③輸入検査
が行われな
い可能性

0％ 不明

各輸入経路の検査状況

※①、②は動物検疫所における輸入検査実績（2017年から2021年）から計算したもの。
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英国の環境・食糧・農村地域省（DEFRA＊）が公表してい
るアフリカ豚熱の侵入に関する定性リスク評価報告書を参考
に評価基準を設定。

区分 定義 評価基準

高い 事象が発生する可能性が高い ＞10％

中程度 事象が定期的に発生する ＞2％、≦10％

低い 事象がまれであるが発生する ＞1％、≦2％

極めて低い
事象が発生する可能性は非常に
まれ

≦1％

無視できる
事象が起きる可能性は無視する
ほど十分低い

≒0％

評価基準

＊：家畜等のリスク分析に関して先進的な政府機関（他国で病原性の強い家畜の疾病が確認された際は、速やかに英国へ
の侵入リスクを分析・公表）。OIEのReference Laboratoryである同国のパーブライト研究所とも連携。

40



輸入経路 商用貨物 携帯品 国際郵便物

①輸入禁止品が輸入される可能性 無視できる 高い 高い

②輸出検査を受けていないものが
輸入される可能性

無視できる 高い 高い

到着時のリスク
（①×②） 無視できる 高い 高い

③輸入検査が行われない可能性 無視できる 高い 高い

我が国への侵入リスクの
推定
（到着時のリスク×③）

無視できる 高い 高い
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＜輸入経路別のリスク＞

商用貨物 ＜＜＜ 携帯品、国際郵便物

侵入リスク評価の結果

（評価基準･･･無視できる：≒0％、高い：＞10％）

商用貨物よりリスクが高いと判断された携帯品、国際郵便
物の検査に検疫リソース（予算及び人的資源）を配分する
ことがリスク低減のために効果的


